
説明会の概要

○便利なマイナポータル連携をわかりやすくご紹介

○職員がスマホ申告をしっかりサポート
○その他のご相談・ご質問にも対応可能(※)

　　　下館税務署個人課税１部門  　☎0296-25-3871（申告に必要な書類や持ち物に関すること）
　　　筑西市市民税課　　　　　    　  ☎0296-24-2113（予約に関すること）
　　　筑西市市民課　　　　　　　       ☎0296-24-2101（マイナンバーカードのパスワードの再設定に関すること）
　　　関東信越税理士会下館支部　☎0296-25-5930（税務相談の内容について）

□ スマートフォン（マイナンバーカード読取対応の機種）

□ マイナンバーカード

□ マイナンバーカードのパスワード（２種類）

      (※)パスワードが分からない方は、前日までに再設定をお願いします。

□ 申告に必要な書類（所得金額・所得控除に関する支払額等が分かる書類）

　 例：給与や年金の源泉徴収票、医療費の集計表・ふるさと納税の証明書など

　・説明会でご案内する税目は所得税のみです。申告に必要な書類が足りない場合や
　　土地建物の売却等に係る譲渡所得など、当日に申告できない場合があります。
　　また、ご相談、ご質問についても、内容によって当日のご対応ができない場合があります
　　ので、ご不明な点は事前に下記問い合わせ先へご確認ください。
　・パスワードを再設定する場合は、市民課にお問い合わせの上、必要書類をご確認ください。

　アルテリオ １階 集会室

 　令和８年１月  ２８ 日（水） 
　①　　９：００～１０：３０
　②　１０：４５～１２：１５
　③　１３：１５～１４：４５
　④　１５：００～１６：３０

スマホ申告５つのメリット

電話での事前予約
　　　　が 必 要 で す

・定員は各回３０人（先着順）です
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※

問合せ

・予約締切日
　令和８年１月２３日（金）１７時まで


